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通常の場合

総務大臣

事業者A

利用者

（発信者）

電気通信番号の種別 電気通信番号 自社が指定を受けた電気通信番号 他事業者が指定を受
けた電気通信番号

（４）算定対象電気通
信番号数

（１）－（２）＋（３）（１）番号使用数 （３）番号ポータビリ
ティにより自社の最終
利用者に用いられて
いるもの

（２）うち呼転送機能等
により最終利用者に
見えない形で用いら
れているもの

３ 電気通信番号規則
第９条第１号の電気
通信番号

ABCDEFGHJ 1

（03-AAAA-XXXX）

0 0 1

03-AAAA-XXXX
番号の指定

03-AAAA-XXXX
番号の付与

○ 総務大臣が事業者Aに03-AAAA-XXXXを含む番号を指定。
○ 事業者Aは指定された番号のうち、利用者に03-AAAA-
XXXXを付与。

事業者A交換機発信・中継事業者
交換機

03-AAAA-XXXX
に着信

03-AAAA-XXXX
へ発信



総務大臣

事業者A

利用者

（発信者）

事業者A交換機

電気通信番号の種別 電気通信番号 自社が指定を受けた電気通信番号 他事業者が指定を受
けた電気通信番号

（４）算定対象電気通
信番号数

（１）－（２）＋（３）（１）番号使用数 （３）番号ポータビリ
ティにより自社の最終
利用者に用いられて
いるもの

（２）うち呼転送機能等
により最終利用者に
見えない形で用いら
れているもの

３ 電気通信番号規則
第９条第１号の電気
通信番号

ABCDEFGHJ 2

（03-AAAA-XXXX、
03-AAAA-YYYY）

1

（03-AAAA-YYYY）

0 1

03-AAAA-XXXX
03-AAAA-YYYY
番号の指定

03-AAAA-XXXX
へ発信

03-AAAA-XXXX
として着信

同一事業者内・同番移行の場合 （例：ＮＴＴ東西におけるＡＩ同番移行）

03-AAAA-XXXXへの呼を
03-AAAA-YYYYへの呼に変換

03-AAAA-XXXX
03-AAAA-YYYY
番号の付与

○ 総務大臣が事業者Aに03-AAAA-XXXXを含む番号を指定。
○ 事業者Aは指定された番号のうち、利用者に03-AAAA-
XXXXを付与。
○ その後、利用者はアナログからデジタルに契約を変更、ただ
し、引き続き同じ番号を利用。

発信・中継事業者
交換機



総務大臣

事業者B

利用者

電気通信番号の種別 電気通信番号 自社が指定を受けた電気通信番号 他事業者が指定を受けた
電気通信番号

（４）算定対象電気通信番
号数

（１）－（２）＋（３）（１）番号使用数 （３）番号ポータビリティによ
り自社の最終利用者に用
いられているもの

（２）うち呼転送機能等によ
り最終利用者に見えない
形で用いられているもの

３ 電気通信番号規則第９
条第１号の電気通信番号

ABCDEFGHJ 1

（03-BBBB-XXXX）

1

（03-BBBB-XXXX）

1

（03-AAAA-XXXX）

1

03-BBBB-XXXX
番号の指定

固定電話の番号ポータビリティの場合(1) （二重番号方式）

03-BBBB-XXXX
番号の付与

電気通信番号の種別 電気通信番号 自社が指定を受けた電気通信番号 他事業者が指定を受けた
電気通信番号

（４）算定対象電気通信番
号数

（１）－（２）＋（３）（１）番号使用数 （３）番号ポータビリティによ
り自社の最終利用者に用
いられているもの

（２）うち呼転送機能等によ
り最終利用者に見えない
形で用いられているもの

３ 電気通信番号規則第９
条第１号の電気通信番号

ABCDEFGHJ 0 0 0 0

総務大臣

事業者A

03-AAAA-XXXX
番号の指定

（発信者）

03-AAAA-XXXXへ発信

事業者B交換機

03-AAAA-XXXXへの呼を
03-BBBB-XXXXへの呼に変換

事業者Aから事業者Bに移
行、その後も引き続き
「03-AAAA-XXXX」を利用

発信・中継事業者
交換機

事業者A交換機



総務大臣

事業者B

利用者

事業者A交換機

電気通信番号の種別 電気通信番号 自社が指定を受けた電気通信番号 他事業者が指定を受けた
電気通信番号

（４）算定対象電気通信番
号数

（１）－（２）＋（３）（１）番号使用数 （３）番号ポータビリティによ
り自社の最終利用者に用
いられているもの

（２）うち呼転送機能等によ
り最終利用者に見えない
形で用いられているもの

３ 電気通信番号規則第９
条第１号の電気通信番号

ABCDEFGHJ 0 0 1

（03-AAAA-XXXX）

1

事業者識別用のLNPルーティング番号
（03-BBBB-XXXX）を設定

固定電話の番号ポータビリティの場合(2) （二重番号解消方式）

電気通信番号の種別 電気通信番号 自社が指定を受けた電気通信番号 他事業者が指定を受けた
電気通信番号

（４）算定対象電気通信番
号数

（１）－（２）＋（３）（１）番号使用数 （３）番号ポータビリティによ
り自社の最終利用者に用
いられているもの

（２）うち呼転送機能等によ
り最終利用者に見えない
形で用いられているもの

３ 電気通信番号規則第９
条第１号の電気通信番号

ABCDEFGHJ 0 0 0 0

総務大臣

事業者A

03-AAAA-XXXX
番号の指定

（発信者）

03-AAAA-XXXXへ発信

事業者B交換機

03-AAAA-XXXXへの呼を
03-BBBB-XXXXへの呼に変換

データベース

事業者Aから事業者Bに移
行、その後も引き続き
「03-AAAA-XXXX」を利用

発信・中継事業者
交換機



総務大臣

事業者B

利用者

事業者A交換機

電気通信番号の種別 電気通信番号 自社が指定を受けた電気通信番号 他事業者が指定を受けた
電気通信番号

（４）算定対象電気通信番
号数

（１）－（２）＋（３）（１）番号使用数 （３）番号ポータビリティによ
り自社の最終利用者に用
いられているもの

（２）うち呼転送機能等によ
り最終利用者に見えない
形で用いられているもの

５ 電気通信番号規則第９
条第３号の電気通信番号

80又は90から始まる電気
通信番号

0 0 1

（090-AAAA-XXXX）

1

事業者識別用のMNPルーティング番号
として090-BBBB-XXXXを設定

携帯電話の番号ポータビリティの場合

電気通信番号の種別 電気通信番号 自社が指定を受けた電気通信番号 他事業者が指定を受けた
電気通信番号

（４）算定対象電気通信番
号数

（１）－（２）＋（３）（１）番号使用数 （３）番号ポータビリティによ
り自社の最終利用者に用
いられているもの

（２）うち呼転送機能等によ
り最終利用者に見えない
形で用いられているもの

５ 電気通信番号規則第９
条第３号の電気通信番号

80又は90から始まる電気
通信番号

0 0 0 0

総務大臣

事業者A

090-AAAA-XXXX
番号の指定

（発信者）

090-AAAA-XXXXへ発信

事業者B交換機

090-AAAA-XXXXへの呼を
090-BBBB-XXXXへの呼に変換

データベース

事業者Aから事業者Bに移
行、その後も引き続き「090-
AAAA-XXXX」を利用

発信・中継事業者
交換機
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